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規 則

高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

令和 6年10月22日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第75号

高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則

高知県港湾施設管理条例施行規則（昭和29年高知県規則第51

号）の一部を次のように改正する。

別表第 2の別図17を次のように改める。

  別別図図1177　　高知港三里岸壁等の区域図

備考　三里地区岸壁（－12ｍ）(２)は、国との港湾施設管理委託契約における三里地区岸壁（－12ｍ）②を示す。

三里地区護岸（防波）

      265ｍ

県道高知南インター線

新港
野積場(２)
 7,012㎡

高知新港駐車場
　　13,862㎡

冷凍コンセント
（４基）くん蒸倉庫

臨港道路新港１号線

　　　232ｍ

新港緑地
 18,000㎡

三里第１号物揚場
（－3.0ｍ） 817ｍ

三里１号岸壁
 （－8.0ｍ） 240ｍ

三里地区岸壁（－12ｍ）
 （－12.0ｍ）240ｍ

２号ガントリー
クレーン

三里８号岸壁
 （－6.0ｍ） 180ｍ

三里護岸Ⅱ
　 60ｍ

三里護岸Ⅰ 320ｍ

三里防波堤
　 111ｍ

三里岸壁給水栓(１)

（25t/h×２箇所）
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新港ふ頭東１号線
180ｍ

臨港道路新港２号線
　　　624ｍ

新港ふ頭東２号線
  154.4ｍ

三里第２号物揚場
（－4.0ｍ） 190ｍ

高知港全図

Ｎ

三里護岸
  165ｍ

三里第３号物揚場
 （－2.0ｍ） 70ｍ

新港ふ頭
東３号線
　190ｍ

受変電所

新港緑地便所

高知新港オイルフェンス

三里護岸Ⅰ（仮設）

40ｍ 

備品倉庫

新港野積場(１)
   18,082㎡

新港野積場(３)
   40,650㎡

ふ頭保安設備

ふ頭保安設備

リーチスタッカ

三里－3.0ｍ
船だまり
（－3.0ｍ）
33,600㎡

新港荷さばき地(２)
　6,003㎡

三里地区岸壁（－11ｍ）

 （－11.0ｍ） 190ｍ

三里地区岸壁（－12ｍ）(２)
 （－12.0ｍ） 280ｍ

三里岸壁給水栓(２)

（60t/h×４箇所）

三里－4.0ｍ
船だまり
（－4.0ｍ）
 14,800㎡

保管倉庫

新港環境日陰だな

高台緑地

 39,406.32㎡

新港高台１号線
   355.4ｍ

新港ふ頭東４号線
　　　　　　679.8ｍ

新港荷さばき地(３) 5,967㎡

新港野積場(５) 10,002㎡

新港ふ頭東５号線 572ｍ

新港野積場(６)
　　200㎡

ふ頭保安設備

ふ頭保安設備

高知新港客船
ターミナル施設 6,264㎡

新港便所

新港野積場(４) 8,807㎡

新港荷さばき地(１) 55,545㎡１号ガントリー
クレーン

東第二防波堤
　　35.8ｍ

高知新港客船ターミナル 1,401㎡

新港高台区画道路
   　89.8ｍ

Ｎ
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附　則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

高知県告示第637号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 8条第 2項の規定による意見書の提出があったので、同

条第 3項の規定により次のとおり告示する。

令和 6年10月22日

高知県知事　濵田　省司

1　法第 8条第 2項の規定により聴取した意見（以下「意見」と

いう。）の対象となった届出に係る告示

令和 6年 5月高知県告示第382号

2　意見の対象となった届出に係る大規模小売店舗の名称及び所

在地

　　（仮称）ドン・キホーテ高知店

　　高知市東雲町 6ほか

3　意見の概要

( 1 )　北側出入口について

北側出入口を設置する場所は、住民の生活区域で密集地で

ある。さらに、北側出入口の道路は通学路であり、少し西に

行くと一方通行になっている。この道路の道幅は一方通行の

道幅と同じで、車が 1台通行できる程度であるため、車が行

き違う際には、どちらかの車が止まって行き違いをしなけれ

ばならず、歩行者はいつも車を避けながらぎりぎりで通行し

ている。また、電柱が何本も立っており、その電柱の所では

いつ事故が起こるか分からない状態である。

株式会社ドン・キホーテは、説明会において上記のような

現状を承知した上で、利用者の利便性が高いという理由だけ

で北側の出入口を設置しようとしている。現状を机上の書類

だけで判断するのではなく、現地を視察して道幅の測量を行

い、実際の信号交差点における交通予測については高知県警

に聴取の上検討してほしい。

( 2 )　営業時間について

24時間営業に関しては、住民の生活区域であることを考え

れば、当然深夜・早朝の風紀等から自粛してほしい。

高知県告示第638号

昭和61年 5 月高知県告示第317号（港湾施設の概要）の一部を

次のように改正する。

令和 6年10月22日

高知県知事　濵田　省司

表の高知港の港湾環境整備施設の項中「面積30,544㎡」を「面

積39,406.32㎡」に改める。

公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定によ

り、安芸市川北土地改良区から次のとおり退任した役員の届出が

あった。

令和 6年10月22日

高知県知事　濵田　省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

理事　　岩佐　宏之　安芸市川北甲4491番地

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第56号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第 1項の規定に基づ

く高知県の条例の制定又は改廃の請求及び同法第75条第 1項の規

定に基づく監査の請求をする場合の選挙権を有する者の総数の50

分の 1の数は、11,534人である。

令和 6年 9月25日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高知県選挙管理委員会告示第57号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第76条第 1項の規定に基づ

く高知県議会の解散の請求、同法第81条第 1項の規定に基づく高

知県知事の解職の請求及び同法第86条第 1項の規定に基づく高知

県の副知事、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解

職の請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

31年法律第162号）第 8 条第 1 項の規定に基づく高知県教育委員

会の教育長又は委員の解職の請求をする場合の選挙権を有する者

の総数のうち、40万を超える数に 6分の 1を乗じて得た数と40万

に 3 分の 1 を乗じて得た数とを合算して得た数は、162,777人で

ある。

令和 6年 9月25日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高知県選挙管理委員会告示第58号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第 1項の規定に基づ

く高知県議会の議員の解職の請求をする場合の各選挙区における

選挙権を有する者の総数の 3分の 1の数は、次のとおりである。

令和 6年 9月25日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高知市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　89,472人

室戸市・東洋町選挙区　　　　　　　　　　　　　　 4,125人

安芸市・芸西村選挙区　　　　　　　　　　　　　　 5,646人

南国市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,894人

土佐市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,299人

須崎市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,540人

宿毛市・大月町・三原村選挙区　　　　　　　　　　 7,146人

土佐清水市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　 3,588人

四万十市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,098人

香南市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,161人

香美市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,094人

奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村選挙区　 2,833人

長岡郡・土佐郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　 2,973人

吾川郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,537人

中土佐町・檮原町・津野町・四万十町選挙区　　　 　8,638人

佐川町・越知町・日高村選挙区　　　　　　　　　　 6,275人

黒潮町選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,935人

落 札 公 告

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第12条及

び高知県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125

号）第 8 条の規定により、次のとおり落札者等について公告す

る。

令和 6年10月22日

高知県知事　濵田　省司

1　落札に係る購入物品の名称及び数量

室戸高等学校外44校で使用する電気　一式

2　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県会計管理局会計管理課　高知市丸ノ内一丁目 2番20号

3　落札者を決定した日

令和 6年10月 9日

4　落札者の氏名及び住所

中部電力ミライズ株式会社　愛知県名古屋市東区東新町 1番

地

5　落札金額

240,035,351円

6　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

7　政令第 6条の公告をした日

令和 6年 8月20日
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